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第４章 市場調査の実施（企業サウンディング） 

4.1 調査の概要 

（１）目的 

本町では、本地区に存在する公有地について、令和３年度に策定した基本構想に基づき、民

間活力を活用し新たな経済効果の創出に向けたスポーツツーリズムをコンセプトとする土地利

用を検討している。 

与那原町としては民間活力を活用し、令和５年度に本公募を予定していることから、本地区

内の町有地３街区について、民間事業者との対話を通じて事業の実現可能性や意向等を事前に

把握するとともに、今後予定している公募内容への反映を目的としてサウンディング型市場調

査を実施した。 

 

  

対象地 
スポーツ・ウェルネス※1 拠点 宿泊・滞在拠点 

芝生の交流拠点 
[与那古浜公園] 

（東浜 25 番地） （東浜 107 番地） （東浜 77 番地） 

期待する 
サービス・
機能 

・スポーツツーリズムの推進に資するサービス・機能 
・ウェルビーイング※2 に資するサービス・機能 
・新たな経済効果を創出するサービス・機能 

・アスリートのトレーニング、
リハビリテーション 

・地域住民の総合的な健康 
サポート 

・医学的・科学的エビデンス
に基づいたサービスの提供 

・スポーツ合宿等の受入れ 
・リモートワーク・ワーケーション 

への対応 

・地域住民のコミュニティ 
形成の促進 

・来訪者の交流促進 
・各種イベントの企画・開催 
・リモートワーク・ワーケーション 

への対応 

表：市場調査時点の本町が期待するサービス・機能 

（※1）スポーツ・ウェルネス（Sports-wellness）：スポーツとウェルネスの融合したもの。ウェルネスは、「輝くように生き生きし

ている状態」であり、心身の健康だけでなく、その人の価値観や生きがいなどを含んだもの。 

（※2）ウェルビーイング（Well-being）：個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを 意
味する概念。 

図：市場調査時点の本町が想定している土地利用方針 
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（２）対話項目 

調査にあたっては、以下の項目等について対話を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）企業抽出の考え方 

企業抽出にあたっては、土地利用方針に基づいて抽出した企業（380社）へのDM（ダイレク

トメッセージ）を併用した公募により企業を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

① 検討している公有地の利活用の内容  

② 参画に可能な事業スキーム 

・敷地面積活用の見通し（25 番地） 

・事業手法・事業期間 

・3 街区を包括した事業実施の見通し（以下、バンドリング） 

③ 令和 5 年度に予定している本公募への参画 

④ その他 

・用途地域見直しニーズ 

DM 発送企業 380 社 

 ✓過年度のサウンディングに参加した企業 48 社 

 ✓医療系企業 40 社 

 ✓健康・スポーツ系企業 37 社  

 ✓ホテル 211 社 

✓その他 44 社 
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（４）実施手順 

実施手順は、サウンディング実施要領を町ホームページ等に掲載するとともに、過年度のサ

ウンディング参加企業や土地利用方針に沿う業種へのDM発送により周知・公募を行い、事前サ

ウンディングシートを提出いただいた上で対話を行った。その結果を整理・分析した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）提出事業者 

提出事業者は25社であり、建設、設計、不動産、事業企画運営、スポーツ関連、アミューズ

メント、ホテル等の業種であった。 

東浜 25 番地 21 社（うち 25 番地のみへの提案 7 社） 

東浜 107 番地 14 社（うち 107 番地のみへの提案 1 社） 

東浜 77 番地 15 社（うち 77 番地のみへの提案 3 社） 

 

  

実施要領をホームページにて公表、DM 発送 

民間事業者からの質問の受付 

質問への回答 

サウンディング参加申し込み 

事前サウンディングシートの提出 

サウンディングの実施 

サウンディング結果整理・分析 

※令和 4 年 9 月 12 日 

※令和 4 年 11 月 16 日～ 
12 月 13 日 

 

令和 4 年 

9 月 

10 月 

11 月 
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4.2 調査の結果 

（１）街区ごとの提案数     

【POINT】 

◆25番地が最も多く21社、107番地が14社、77番地が15社 

◆3街区全て提案は、11社 

◆25番地と107番地の2街区提案が2社、25番地と77番地の2街区提案が1社 

 

 

 

  

希望街区
25番地のみ 7
107番地のみ 1
77番地のみ 3
25番地と107番地 2
25番地と77番地 1
3街区全て 11
合計 25

21 

14 
15 
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（２）バンドリングの見通し 

【POINT】 

◆3街区それぞれでの活用ではなく複数での活用（バンドリング）の見通しを確認した 

◆バンドリング可能は9社 

◆現在は他事業者との共同事業体は組んでいないが、今後共同事業体への対応可能は6社 

 

 

合わせて進出したい街区 

 

 

 

 

 

 

他事業者とのコンソーシアム 

 

 

 

 

 

  

25番地のみ 7
107番地のみ 1
77番地のみ 2
25番地と107番地 1
25番地と77番地 2
25番地と77番地⼀括と107番地単独 1
25番地、107番地、77番地それぞれ単独 2
３街区すべて 9
合計 25

合わせて進出したい街区

他事業者とのコンソーシアム
対応可 6
消極的 2
組成する会社との相談 1
無回答 16
合計 25
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（３）町が期待するサービス機能の実現見通し 

【POINT】 

◆25番地は、提案21社あり、町が期待するサービス機能に対応可能は13社、新提案について

も町の期待するサービス機能に親和性のある提案が多い 

◆107番地は、提案14社あり、町が期待するサービス機能に対応可能は7社、新提案について

は、商業施設やマンションが多い 

◆77番地は、提案15社あり、町が期待するサービス機能に対応可能は9社、新提案についても

町の期待するサービス機能に親和性のある提案が多い 

 

25 番地 

 

 

 

 

107 番地 

 

 

 

 

77 番地 

 

 

  

町が期待するサービス機能の実現⾒通し
対応可 13
新提案 3
無回答 5
合計 21

町が期待するサービス機能の実現⾒通し
対応可 7
新提案 5
無回答・検討中 2
合計 14

町が期待するサービス機能の実現⾒通し
対応可 9
新提案 3
無回答・検討中 3
合計 15
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（４）敷地面積活用の見通し 

【POINT】 

◆25番地の敷地面積活用の見通しは、67％が全部利用可能 

 

25 番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

敷地⾯積活⽤の⾒通し
全部利⽤ 14
⼀部利⽤（13,000㎡） 1
⼀部利⽤（3,000〜5,000㎡） 2
⼀部利⽤（2,000㎡） 1
未定 3
合計 21
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（５）事業手法・事業期間 

・事業手法 

【POINT】 

◆25番地は、事業用定期借地・独立採算事業での参加可能は11社、その他は、町による整備も

希望、金額により参画可能、単独では参画困難などの意見 

◆107番地は、売買4社、借地3社、また、それぞれの回答において最初借地で10年後売却の意

見もあった 

◆77番地は、P-PFI※１・独立採算事業での参画可能は9社、独立採算型事業は難しいが4社 

 

25 番地 

 

 

 

 

 

107 番地 

 

 

 

 

77 番地 

 

参画可能 11
参画困難 1
その他 9
合計 21

事業⽤定期借地・独⽴採算事業での参画可能性

事業⽤定期借地 3
売買 4
どちらでもよい 3
無回答・検討中 4
合計 14

事業⽤定期借地or売買

参画可能 9
独⽴採算型事業は難しい 4
検討中 2
合計 15

P-PFI・独⽴採算事業での参画可能性

その他：無回答、町による整備も希望、

金額により参画可能、単独で

は参画困難（原則、取得・譲渡）

を含む 
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・借地期間 

【POINT】 

◆25番地は、20年が8社、15～20年を加えると12社 

◆107番地は、無回答が8社、25年以上3社 

◆77番地は、無回答が11社、15～20年3社、50年以上1社 

 

25 番地 

  

 

107 番地 

 

 

77 番地 

 

 

15年 1
15〜20年 3
20年 8
30年以上 1
40〜50年 1
50年 2
無回答 5
合計 21

借地期間

15〜20年 1
20年 1
20〜30年 1
25年以上 1
30年以上 2
無回答 8
合計 14

借地期間

15〜20年 1
20年 2
50年 1
無回答 11
合計 15

借地期間
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・管理運営事業者の目途 

【POINT】 

◆25番地は、目途がある企業が12社、目途はない企業が8社 

◆107番地は、目途がある企業が7社、目途はない企業が5社 

 

25 番地 

 

 

 

 

 

 

107 番地 

 

 

 

 

 

（※１）P-PFI：飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当施設から生ずる収益を活用

してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う

者を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。 

 

  

⽬途がある 12
⽬途はない 8
その他 1
合計 21

管理運営事業者の⽬途

⽬途がある 7
⽬途はない 5
その他 2
合計 14

管理運営事業者の⽬途
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（６）Ｒ５年度本公募の見通し 

【POINT】 

◆25番地は、参加したい11社、検討が必要10社 

◆107番地は、参加したい8社、検討が必要6社 

◆77番地は、参加したい7社、検討が必要8社 

 

25 番地 

 

 

 

 

 

 

 

107 番地 

 

 

 

 

 

 

77 番地 

 

 

 

 

R５年度本公募への参画意向
参加したい 11
検討が必要 10
合計 21

R５年度本公募への参画意向
参加したい 8
検討が必要 6
合計 14

R５年度本公募への参画意向
参加したい 7
検討が必要 8
合計 15
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（７）用途地域見直しニーズ 

【POINT】 

◆25番地は、第一種住居地域以上が7社、できるだけ緩和5社、準住居地域以上3社 

◆107番地は、準住居地域（現行用途）6社、用途地域より容積率を高く2社 

◆77番地は、第二種中高層住居専用地域（現行用途）9社 

 

25 番地 

 

 

107 番地 

 

 

77 番地 

 

 

第⼀種住居地域以上 7
第⼆種住居地域以上 2
準住居地域以上 3
準住居地域⼜は商業地域 1
近隣商業地域 1
できるだけ緩和 5
無回答 2
合計 21

希望する⽤途地域等

準住居地域（現⾏⽤途） 6
近隣商業地域 1
近隣商業地域⼜は商業地域 1
できるだけ緩和 1
想定建築物が建築可能な⽤途地域等 1
⽤途地域より容積率を⾼く 2
無回答 2
合計 14

希望する⽤途地域等

第⼆種中⾼層住居専⽤地域（現⾏⽤途） 9
第⼀種住居地域 1
第⼀種住居地域以上 1
想定建築物が建築可能な⽤途地域等 1
要検討 1
無回答 2
合計 15

希望する⽤途地域等
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（８）調査結果のまとめ 

表：サウンディング調査結果のまとめ 

サウンディング調査結果のまとめ 

項目 調査結果 

対象地 東浜25番地 東浜107番地 東浜77番地 

街区ごとの 

提案数 
21社 14社 15社 

バンドリング 

の見通し 

◆3街区それぞれでの活用ではなく複数での活用（バンドリング）の見通しを

確認した 

◆バンドリング可能は9社 

◆現在は他事業者との共同事業体は組んでいないが、今後共同事業体への対

応可能は6社 

町が期待する 

サービス機能 

の実現見通し 

◆町が期待するサービ

ス機能に対応可能は

13社、新提案につい

ても町の期待するサ

ービス機能に親和性

のある提案が多い 

◆町が期待するサービ

ス機能に対応可能は

7社、新提案について

は、商業施設やマン

ションが多い 

◆町が期待するサービス

機能に対応可能は9社、

新提案についても町の

期待するサービス機能

に親和性のある提案が

多い 

敷地面積活用 

の見通し 

(25 番地) 

◆敷地面積活用の見通し

は、67％が全部利用可

能 

－ － 

事業手法 

◆ 事 業 用 定 期 借 地 11

社、その他は、町によ

る整備も希望、金額に

より参画可能、単独で

は参画困難など 

◆売買4社、借地3社、

また、それぞれの回

答において最初借

地で10年後売却の

意見もあった 

◆P-PFI・独立採算事業で

の参画可能は9社、独立

採算型事業は難しいが

4社 

借地期間 

◆20年が8社、15～20年

を加えると12社 

◆無回答が8社、25年

以上3社 

◆無回答が 11 社、15～

20 年 3 社、50 年以上

1 社 

管理運営事業 

者の目途 

◆目途がある企業が12

社、目途はない企業が

8社 

◆目途がある企業が7

社、目途はない企業

が5社 

－ 

R5 年度本公 

募の見通し 

◆参加したい11社、検

討が必要10社 

◆参加したい8社、検

討が必要6社 

◆参加したい7社、検討が

必要8社 

用途地域見直 

しニーズ 

◆第一種住居地域以上

が7社、できるだけ緩

和5社、準住居地域以

上3社 

◆準住居地域（現行用

途）6社、用途地域よ

り容積率を高く2社 

◆第二種中高層住居専用

地域（現行用途）9社 
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（９）調査結果の考察 

表：サウンディング調査結果の考察 

サウンディング調査結果の考察 

本公募手法 ■バンドリング可能は9社あり、実現性はあると言える。 

25 番地の 

事業スキーム等 

■町が期待するサービス機能への対応可能企業は、半数以上であり、新提案

についても町が期待するサービス機能に親和性のある企業が多く、また、

敷地全体を利用可能企業が約7割、管理運営事業者目途あり約6割、R5年度

本公募見通し約5割と、町の意向で進めてても実現性はあると言える。 

■事業手法は、事業用定期借地、事業期間20年の意見が多く、これを基準に

設定することで検討する必要がある。 

■用途地域は、第一種住居地域以上やできるだけ緩和、準住居地域以上の意

見があり、周辺用途地域を踏まえつつ検討する必要がある。 

107 番地の 

事業スキーム等 

■町が期待するサービス機能への対応可能企業は約半数であり、新提案は、

商業施設やマンション意見が多い。管理運営事業者目途あり約5割、R5年

度本公募見通し約6割と、町の意向で進めても実現性はあると言える。 

■事業手法は、売買、借地の意見は、さほど差はなく、折衷案としての借地

で10年後売買の意見も複数あり、検討する必要がある。 

■用途地域は、現行用途の準住居地域の意見が多く、その他容積率緩和の意

見もあった。周辺用途地域等を踏まえつつ検討する必要がある。 

77 番地の 

事業スキーム等 

■町が期待するサービス機能への対応可能企業は、6割であり、新提案につい

ても町が期待するサービス機能に親和性のある企業が多く、R5年度本公募

見通し約5割と、町の意向で進めても実現性はあると言える。 

■事業手法は、P-PFI・独立採算型での参画可能が6割と可能性が高い。 

■用途地域は、現行用途の第二種中高層住居専用地域が多く、その他緩和を

求める意見もあり周辺用途地域や町が整備を検討する施設を踏まえつつ検

討する必要がある。 
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表：サウンディング調査結果の考察（導入機能の方針等） 

サウンディング調査結果の考察 

期
待
す
る
サ
ー
ビ
ス
・
機
能 

全体 

■心身の健康の維持促進（ウェルビーイング）に資するサービス・機能とし

て、最新機器等を導入した最先端の健康関連施設の提案を期待していたが、

サウンディングにおいて、そのような提案は無かった。 

そのため、心身の健康の維持促進（ウェルビーイング）に資するサービス・

機能については、任意提案とする等、参画の可能性を妨げないようにする

必要がある。 

施
設
イ
メ
ー
ジ 

25番地 

■医学的・科学的エビデンスに基づいたアスリート向け及び地域住民の総合

的な健康をサポートする医療・リハビリ施設、フィットネス、スポーツ施

設、健康・飲食施設等の施設をイメージしており、フィットネス、リハビ

リ施設、スポーツ施設等の提案はあったものの、医学的・科学的エビデン

スに基づいた提案は無かった。 

そのため、医学的・科学的エビデンスに基づくといった条件については、

任意提案とする等、参画の可能性を妨げないようにする必要がある。 

107番地 

■国内から訪れるビジネス客、スポーツツーリズム客に加え、スポーツ選手

もターゲットにできる宿泊施設をイメージしており、4社からイメージに

近い提案があったものの、少数であったことから、参画のハードルとなる

可能性を考慮し、任意提案とする等、参画の可能性を妨げないようにする

必要がある。 

77番地 

■憩いの場・交流の場としての機能充実を図るため、カフェ・レストラン等

の飲食施設を導入し、それらに付帯する形でランニングステーションやサ

イクルステーション等の施設をイメージしており、飲食施設とその付帯施

設の提案は7社からあったものの、イメージにより近い飲食施設とランニ

ングステーション・サイクルステーションの提案は3社にとどまった。 

そのため、条件を拡大する等の検討を行う必要がある。 
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4.3 需要を検証するモニターツアーの実施 

スポーツツーリズムのコンセプトのもとで基本方針に基づく事業を実施したい民間事業者が存

在することが明らかになった。そこで、事業を成立させるためには、エンドユーザーとなる来訪

者の存在が重要になる。ここでは、来訪者の需要を確認するために実施したモニターツアーの結

果をまとめる。 

 

（１）モニターツアーの概要 

令和5年1月28日（土）から1月29日（日）にかけてモニターツアーを実施した。モニターツ

アーの目的、参加者、スケジュール及び当日の様子は以下の通り。 

●目的 

本地区でスポーツツーリズムのコンセプトのもと事業を実施した場合に、来訪者として想

定される各種スポーツ団体の関係者に、実際に対象となる3街区や周辺施設を見学してもらう

ことで、利用者目線の需要や事業アイデアの聞き取りを行う。 

●参加者 

 ビーチサッカー関係者3名、陸上関係者1名、ラグビー関係者1名、地方創生支援の運営会社

2名、銀行兼セーリング関係者１名、旅行会社１名の計9名が参加した。 

●スケジュール 

【1日目】 
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【2日目】 

   

●当日の様子 

【ホテルSUNRIZE・OCEAN 視察の様子】       【与那原マリーナ 視察の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西原マリンパーク 視察の様子】        【与那原町観光交流施設 視察の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【役場会議室 概要説明の様子】 
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（２）参加者の意見 

モニターツアーの参加者に対するアンケート結果は以下の通り。 
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（３）来訪者の需要（まとめ） 

モニターツアーを実施して得られた来訪者の需要を以下にまとめる。今後、この結果を事業

者公募時に共有する等して、民間事業者の提案の参考にすることにより、より市場ニーズにあ

った事業者提案となることが期待される。 

 

・スポーツツーリズムの地としての価値は感じていただいた結果となった。 

・特に与那原マリーナは評価が高く、他箇所と差別化できるセーリングの可能性は期待がで

きる。 

・スポーツ施設を充実させることはもちろんのこと、“娯楽”の充実度も重視している印象。 

・ホテルはビジネスホテルなど安価の宿泊施設を求めており、且つ＋αとなる、大浴場やサ

ウナなど体を癒すことを求めている。 

・交通の利便性も、気になる方が多かった。（レンタルサイクルなどちょっとした移動が可能

になるものがよいのでは等） 

 

 

  


